
ます。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

２　一部に不適正な搬入が見受けられますので、搬入状況の記録のため、本人確認（運転
　　免許証等）及び写真撮影をさせていただく場合があります。
３　不適正な搬入があった場合には、搬入者又は排出者へ是正指導を行う場合があります。
４　搬入できる廃棄物には制限があります。詳しくは計量所・場内搬入指導員にお問い
　　合わせください。搬入できない廃棄物が混入している場合は受入れ出来ません。
５　札幌市家庭用有料ごみ袋使用の必要はありません。
６　電池,ライター,スプレー缶,磁気テープは分別して中の見える袋に入れて下さい。(破砕工場)
７　構内では安全のため、交通標識等のルールを遵守し係員の指示に従ってください。

清掃工場（発寒・駒岡・白石）での受入物の
大きさの制限

破砕工場（発寒・駒岡・篠路）での受入物の
大きさの制限

記

入

例

■この申込書を計量所で提示し、場内搬入指導員にお渡しください■

ごみ搬入申込書（清掃・破砕工場用）（家庭ごみ）
(※自宅のごみを工場へ持ち込む場合）

※　受入基準に基づく適切な搬入のため本申込書を記載いただきますが、本申込書に記載された個人情報は、個人情報
の保護に関する法律に基づき適正に管理いたします。

□　記入事項に相違ありません。また、下記の注意事項を遵守し、廃棄物の搬入を申込みます。

電話番号

　皮革製品・ゴム・ビニール・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

持ち込み先

　家庭電化製品（家電４品目・ﾊﾟｿｺﾝﾘｻｲｸﾙ品以外）・その他（　　　　　　　　　　）

氏　　　名
署名（直筆）

　紙類・衣類・布類・草木類・生ごみ・製品プラスチック類

自宅から排出される廃棄物の、ごみ種別項目を○で囲んで下さい

さっぽろ　たろう

令和　　　年　　月　　日

自動車のナンバー

1　他人が排出した廃棄物の収集・運搬を許可なく業として行なうことは法律で禁じられてい

　　の罰金）又はその併科に処せられることがあります。

　ｶﾞｽｺﾝﾛ・寝具・家具類・ｶｰﾍﾟｯﾄ・金属類・ﾚｼﾞｬｰ用品・楽器・自転車・木材類

　　違反すると、５年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金（法人にあっては三億円以下

住　　　所
(札幌市内のみ）

清掃工場

破砕工場

搬

入

者

様式１０　(令和５年12月改定)

札幌市　　　区

ふ　り　が　な

札幌　太郎

○○○―○○○○―○○○○

札幌市中央区
　　北１条西２丁目

札幌　123　さ　4567

最大辺・径 ５０ｃｍ以下

注

意

事

項

清掃工場・破砕工場では、ガラス・瀬戸物・土砂石・ガラス製容器の受入はしていません

ＭＥＭＯ

最大辺・径 ２ｍ以下


